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継続検査代理申請サービスの料金に関する細則 
 
 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会 
 
（目的） 
第１条 本細則は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会（以下、「日整連」という。）

継続検査代理申請サービス（以下、「本サービス」という。）利用規約第５条、第６条

及び第７条に基づいて、その料金に関して必要な事項を定めることを目的とします。 
 
（利用料金の設定） 
第２条 本サービスの利用料金は、継続検査 OSS 代理申請手数料として、利用件数１件

あたり２１０円（消費税込み）とします。 
２ 前１項の利用件数とは、OSS 共同利用申請システム（以下、「AINAS」という。）の申

請データ照会画面の状況照会「登録完了日」欄または「検査記録完了日」欄で年月日

が確認できる申請件数をカウントしたものとなります。 
３ 日整連は、代理申請業務に関して重大な経済事象、天変地異等により、予定した収益

及び費用に大幅な変動が生ずる場合には、サービス利用料金を変更することがありま

す。この場合、本サービスには改定後の料金が適用されます。 
４ 利用料金は、一定期間における日整連の OSS 代理申請業務について総括原価方式に

より設定します。 
 
（請求及び支払） 
第３条 日整連は、本サービスにおける次の各号に準じた金額を当月分料金として請求

します。 
① 第２条第２項に規定する当月の利用件数に、第２条第１項に規定する本サービス

の利用料金（手数料）を乗じた金額 
② 当月の軽自動車の検査手数料の納付が完了した件数に、本サービスの利用規約第

６条に規定する検査手数料に相当する額を乗じた金額 
③ 当月の技術情報管理手数料の納付が完了した件数に、本サービスの利用規約第７

条に規定する技術情報管理手数料に相当する額を乗じた金額 
２ 支払方法は、日整連が別途運用する保適証サービス（電子保安基準適合証システム）

において、利用者が新規利用申込時に指定された口座（途中、変更申込により口座を

変更した場合は当該口座）より口座振替または自動払込にて徴収します。なお、当月

分は原則として１日から月末までの利用件数とします。 
３ 当月分料金の口座振替または自動払込はサービス利用月の翌々月の６日付（６日が金

融機関休業日の場合は翌営業日）とします。 
４ 前３項による口座振替または自動払込が何らかの理由により完了できない場合は、同
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月の 27 日付（27 日が金融機関休業日の場合は翌営業日）で再度、口座振替または自

動払込を実施します。 
５ 日整連は、前３項及び４項による口座振替または自動払込を行うにあたり、事前に当

月分料金明細を発行し、日整連・継続検査 OSS 管理システムで案内することとし、指

定自動車整備事業場の管轄運輸支局管内の自動車整備振興会より送付します。におい

ては、ログイン ID 及びパスワードにて当該システムにログインし確認するものとし

ます。 
６ 日整連は、前４項による口座振替または自動払込が利用者の都合により完了できない

場合は、請求書を発行します。 
７ 日整連は、前４項による口座振替または自動払込が日整連または金融機関の都合によ

り完了できない場合は、請求書を発行します。 
８ 利用者は、前６項により日整連より請求書が発行された場合は、請求書が発行された

月の翌月末までに料金を支払います。（振り込みに係る手数料は利用者の負担となり

ます。） 
９ 利用者は、前７項により日整連より請求書が発行された場合は、請求書が発行された

月の翌月末までに料金を支払います。（振り込みに係る手数料は日整連負担となりま

す。） 
 
（料金の周知） 
第４条 日整連は、料金を変更する場合、実施 2 カ月以上前にその内容に関して各種媒

体を通じて周知します。 
 
附則 
本細則は、平成２９年６月１日から適用します。 
附則 
本細則は、令和元年１０月１日から適用します。 
附則 
本細則は、令和３年１月１３日から適用します。 
附則 
本細則は、令和３年７月１６日から適用します。 
附則 
本細則は、令和５年１月１日から適用します。 
附則 
本細則は、令和５年１０月１日から適用します。 


